










































死の判定をする医療者について、原則として医師と歯科医師以外の者が患者
の死亡を宣言する権限はない。消防機関の救急業務規程の中では、「明らか
に死亡している場合」や「医師が死亡していると診断した場合」には、救急
隊は患者を搬送しないと定められている。すなわち、それ以外の場合では、
患者が生存している可能性があるものとして取り扱うことが求められている。
「明らかに死亡」とは、断頭、体幹部の離断、四肢硬直又は死斑、腐敗、炭
化、ミイラ化その他の明らかに生存状態とは矛盾する身体への損害（いわゆ
る社会死状態）をいう。社会死要件を満たさない場合、救急隊員は救命措置
を開始後に、医師の診断を受けるまでそれをやめてはならない。病院到着時
の診察で死亡が確認されることを、DOA（Dead on arrival = 病院到着時す
でに死亡）という。
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